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【概要】
つくば市が国指定史跡小田城跡内の市有地の植栽維持管理を委託している業者が、ハ

ンドガイド式草刈り機１台、肩掛け式草刈り機２台を用いて作業を行っていたところ、
小石が跳ね、付近の民家のガラス窓を傷つける物損事故が発生しました。

【日時】
令和３年（2021年） ５月15日（土）午前８時から午後５時ごろ

【場所】
国指定史跡小田城跡に隣接する民家

【被害の状況】
建物1階南面の窓ガラス約2cmの破損

【対応状況】
被害者と委託事業者で現地確認を行い、謝罪をおこなうとともに補償することを伝え

た。

【市長からのコメント】
先日の事故を受け、管理作業を委託している全事業者へ注意喚起及び飛石防止等の安

全対策を徹底したところで、再びこのような事故が発生したことを深くお詫び申し上げ
ます。再度、このような事故を起こすことのないよう、業務受託者への指導を徹底し、
再発防止に努めていきます。
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